
 

令和８年度京都市ＳＤＧｓ普及啓発等業務  

提案募集要項 

 

１ 募集の趣旨 

  令和８年度京都市ＳＤＧｓ普及啓発等業務の受託候補者を選定するため、当該委託業務（以下

「本業務」という。）に係る提案を公募型プロポーザル方式で募集するもの。 

 

２ 委託業務の概要 

⑴ 委託業務名 

   令和８年度京都市ＳＤＧｓ普及啓発等業務  

⑵ 期間 

   契約の日から令和９年３月３１日まで 

⑶ 内容 

   別紙「仕様書」のとおり 

⑷ 委託料上限額 

２，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

３ 受託候補者に求める資格（応募資格要件） 

  受託候補者は、次の要件全てを満たしているものとする。 

 ⑴ 京都市競争入札参加有資格者名簿に登録している者（入札参加停止期間中の者を除く。）である

こと。 

⑵  自らが提案した企画内容を自らが遂行するのに必要な運営基盤を有し、かつ資金等について十

分な管理能力を有していること。 

⑶  宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体ではないこと。 

⑷ 特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でない

こと。 

⑸ その他、公共の福祉に反する活動をしていないこと。 

 

４ 応募方法 

⑴ 提出書類及び部数  

ア 参加希望申出書 第１号様式 

イ 企画提案者の概要が分かる資料（会社案内等） 

ウ 業務実施体制表及び従事者の経歴【任意様式】 

なお、本業務の担当者等の実施体制については、業務完了まで特別な事情がない限り変更

することはできません。 

エ 業務実績調書 第２号様式 

本業務に類似し、又は関連する業務等の実績について記載してください。（複数の業務実績

を有する場合は、最大５件まで）  

オ 提案書 第３号様式  



カ 見積書 第４号様式 

本業務の受託見積金額を記入してください。 

なお、第４号様式とは別に具体的な内訳が明記された見積書（任意様式）も提出してくだ

さい。 

⑵ 提出期限  

令和８年６月３０日（火）午後５時必着  

⑶ 提出方法  

  以下のアドレスに電子メールにより提出してください。 

メールアドレス： sdgs@city.kyoto.lg.jp 

京都市総合企画局国際都市共創推進室（城戸、山下） 

 

５ 質問について 

  本プロポーザルの内容について質問がある場合は、令和８年６月１９日（金）午後５時までに、

４⑶に記載の電子メールにより提出してください。 

質問に対する回答は、令和８年６月２４日（水）までに京都市情報館に掲載します。 

 

６ 受託候補者の選定方法、選定結果の通知及び公表について 

⑴  選定方法  

提出書類を基に、審査を行い（評価者：総合企画局国際都市共創推進室国際都市共創第三課

長、国際都市共創第三係長、国際都市共創担当）、最も高い評価を得た提案を行った者を受託候補

者として選定します。 

各項目の合計点が６０点を下回るときは、応募事業者が１事業者のみの場合であっても、受託

候補者として選定しません。 

⑵ 評価基準 

審査は、次頁の評価基準に基づき総合的に評価し、順位を決定します。 

（評価基準について）  

評価項目 評価項目 

の配点 

項目内 

の配点 

評価のポイント 

提案内容 ７０点 ３０点 業務の目的を十分に理解したうえでの提案であるか。 

３０点 創意工夫された提案であるか。 

１０点 実現性の高いものであるか。 

実施体制 １０点 本業務を安定的に実施することができる実施体制か。 

業務実績 １０点 これまでに本業務に類似又は関連する業務を実施した 実績があ

るか。 

見積金額 ５点 ５点×（全提案者の中の最低提案価格）／ （提案者の提案価格） 

※小数点以下は四捨五入する。 

市内の 

中小企業 

５点 本市区域内に本店又は主たる事務所を有する中小企業かどうか。 

合計 １００点  
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⑸  選定結果の通知、公表 

選定結果については、令和８年７月３日（金）までに、書面により提案者へ通知します。その

後、提案者、評価点及び契約の相手方と選定した理由がわかる情報を公表します。 

 

７ 支払条件 

契約時の仕様書に定める委託業務内容完了後、受託者の請求により委託料を支払います。 

 

８ その他留意事項 

⑴ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。 

⑵ 提出された書類は返却しません。  

⑶ 提出書類については、本市が特に必要と認めた場合を除き、変更、差替え、再提出を認めない

こととします。 

⑷ 提案書に記載された見積金額が委託料上限額を超えた場合は、失格となります。  

⑸ 資格確認書類又は提案書に虚偽の記載をした場合は、資格確認書類又は提案書を無効にすると

ともに、虚偽の記載をした者に対してはその名を公表し、今後実施するプロポーザル及び京都市

競争入札等取扱要綱に規定される競争入札への参加を停止する場合があります。また、契約締結

後に発覚した場合は、契約を解除し、違約金を請求する場合があります。 


